
 

1 頁 

○
総
務
省
告
示
第
三
百
二
十
七
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

昭
和
六
十
二
年
郵
政
省
告
示
第
七
十
三
号
（
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
安
全
・
信
頼
性
基
準
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

令
和
五
年
九
月
二
十
六
日 

総
務
大
臣 

鈴
木 

淳
司 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

下
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い

も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

２頁 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

［
第

１
～

第
５

 
略

］
 

［
第

１
～

第
５

 
同

左
］

 

［
別

表
第

１
 

略
］

 
［

別
表

第
１

 
同

左
］

 

別
表

第
２

 
管

理
基

準
 

別
表

第
２

 
管

理
基

準
 

 

項
 

 
 

目
 

対
 

 
 

 
 

策
 

実
施

指
針

 
 

項
 

 
 

目
 

対
 

 
 

 
 

策
 

実
施

指
針

 

 
電

気

通
信

回
線

設
備

事
業

用
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
 

特
定

回
線

非
設

置
事

業
用

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

 

そ
の

他
の

電
気

通
信

事
業

用
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
 

自
営

情
報

通
信

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

 

ユ
ー

ザ
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
 

 
電

気

通
信

回
線

設
備

事
業

用
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
 

特
定

回
線

非
設

置
事

業
用

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

 

そ
の

他
の

電
気

通
信

事
業

用
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
 

自
営

情
報

通
信

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

 

ユ
ー

ザ
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
 

 
［

第
１

．
・

第
２

．
 

略
］

 
 

 
 

 
 

 
 
［

第
１

．
・

第
２

．
 

同
左

］
 

 
 

 
 

 

 
第

３
．

方
法

 
 

 
 

 
 

 
第

３
．

方
法

 
 

 
 

 
 

  
１

．
平

常
時

の
取

組
 

 
 

 
 

 
 
 

１
．

平
常

時
の

取
組

 
 

 
 

 
 

 
 

［
⑴

 
略

］
 

 
 

 
 

 
 

 
［

⑴
 

同
左

］
 

 
 

 
 

 

 
 

⑵
 

教

育
・

訓
練

 

ア
 

電
気

通
信

主
任

技
術

者
、

広
報

担
当

者
そ

の
他

の
事

業
用

電
気

通
信

設
備

の
設

計
、

工
事

、
維

持
及

び
運

用
に

従
事

す
る

者

（
事

業
用

電
気

通
信

設
備

の
設

計
、

工
事

、
維

持
又

は
運

用
を

委
託

（
二

以
上

の
段

階
に

わ
た

る
委

託
を

含
む

。
第

４
に

お
い

て
同

じ
。

）
す

る
場

合
は

、
当

該
委

託
先

の
従

業
者

を
含

む
。

以
下

「
従

事
者

等
」

と
い

う
。

）
へ

の
教

育
・

訓
練

を
実

施
す

る
こ

と
。

 

◎
 

◎
 

◎
*
 

◎
*
 

◎
*
 

 
 

⑵
 

教

育
・

訓
練

 

ア
 

教
育

・
訓

練
に

関
す

る
計

画
の

策
定

及
び

実
施

を
行

う
体

制
を

明

確
に

す
る

こ
と

。
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
*
 

◎
*
 

 
 

 
イ

 
従

事
者

等
へ

の
教

育
・

訓
練

に

関
す

る
計

画
の

策
定

及
び

実
施

を
行

う
体

制
を

明
確

に
す

る
こ

と
。

 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
*
 

◎
*
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

３頁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ウ

 
教

育
・

訓
練

の
目

的
を

明
確

に

す
る

と
と

も
に

、
終

了
後

の
実

施

効
果

に
よ

り
計

画
の

修
正

を
行

う

こ
と

。
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
*
 

◎
*
 

 
 

 
イ

 
教

育
・

訓
練

の
目

的
を

明
確

に

す
る

と
と

も
に

、
終

了
後

の
実

施

効
果

に
よ

り
計

画
の

修
正

を
行

う

こ
と

。
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
*
 

◎
*
 

 
 

 
エ

 
情

報
通

信
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

円

滑
な

運
用

に
必

要
な

知
識

及
び

判

断
能

力
を

養
う

た
め

の
教

育
・

訓

練
を

行
う

こ
と

。
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
*
 

 
 

 
ウ

 
情

報
通

信
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

円

滑
な

運
用

に
必

要
な

知
識

及
び

判

断
能

力
を

養
う

た
め

の
教

育
・

訓

練
を

行
う

こ
と

。
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
*
 

 
 

 
オ

 
デ

ー
タ

投
入

等
に

お
け

る
信

頼

性
の

高
い

作
業

能
力

を
養

う
た

め
の

教
育

・
訓

練
を

行
う

こ

と
。

 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

 
 

 
エ

 
デ

ー
タ

投
入

等
に

お
け

る
信

頼

性
の

高
い

作
業

能
力

を
養

う
た

め

の
教

育
・

訓
練

を
行

う
こ

と
。

 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

 
 

 
カ

 
設

備
の

保
全

に
関

す
る

知
識

を

養
う

た
め

の
教

育
・

訓
練

を
行

う

こ
と

。
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
*
 

◎
*
 

 
 

 
オ

 
設

備
の

保
全

に
関

す
る

知
識

を

養
う

た
め

の
教

育
・

訓
練

を
行

う

こ
と

。
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
*
 

◎
*
 

 
 

 
キ

 
防

災
に

関
す

る
教

育
・

訓
練

を

行
う

こ
と

。
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

 
 

 
カ

 
防

災
に

関
す

る
教

育
・

訓
練

を

行
う

こ
と

。
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

 
 

 
ク

 
防

犯
に

関
す

る
教

育
・

訓
練

を

行
う

こ
と

。
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

 
 

 
キ

 
防

犯
に

関
す

る
教

育
・

訓
練

を

行
う

こ
と

。
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

 
 

 
ケ

 
情

報
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
に

関
す

る

教
育

・
訓

練
を

行
う

こ
と

。
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

 
 

 
ク

 
情

報
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
に

関
す

る

教
育

・
訓

練
を

行
う

こ
と

。
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

 
 

 
コ

 
電

気
通

信
設

備
の

工
事

、
維

持
・

運
用

に
関

す
る

事
項

の
監

督
に

関
す

る
講

習
を

実
施

す
る

こ
と

。
 

◎
 

◎
 

○
 

○
 

○
 

 
 

 
ケ

 
電

気
通

信
設

備
の

工
事

、
維

持
・

運
用

に
関

す
る

事
項

の
監

督

に
関

す
る

講
習

を
実

施
す

る
こ

と
。

 

◎
 

◎
 

○
 

○
 

○
 

 
 

 
サ

 
電

気
通

信
設

備
の

工
事

、
維

持
・

運
用

に
係

る
作

業
の

教

育
・

訓
練

を
実

施
す

る
こ

と
。

 

◎
 

◎
 

◎
*
 

◎
*
 

◎
*
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
シ

 
応

急
復

旧
措

置
に

係
る

訓
練

を

実
施

す
る

こ
と

。
 

◎
 

◎
 

◎
*
 

◎
*
 

◎
*
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
ス

 
広

報
含

む
社

内
関

連
部

署
間

の

連
携

訓
練

、
全

社
一

斉
訓

練
、

シ

ナ
リ

オ
を

共
有

し
な

い
訓

練
を

実

施
す

る
こ

と
。

 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 



 
 

４頁 

 

 
 

 
セ

 
全

て
の

従
事

者
等

を
対

象
に

、

毎
年

訓
練

を
実

施
す

る
こ

と
。

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ソ

 
電

気
通

信
設

備
の

損
壊

又
は

故

障
等

の
発

生
リ

ス
ク

に
係

る
調

査

等
に

よ
り

判
明

し
た

各
リ

ス
ク

に

対
し

て
復

旧
措

置
等

の
訓

練
を

実

施
す

る
こ

と
。

 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

［
⑶

・
⑷

 
略

］
 

 
 

［
⑶

・
⑷

 
同

左
］

 

 
 

⑸
 

維

持
・

運
用

 

［
ア

～
ス

 
略

］
 

 
 

 
 

 
 

 
⑸

 
維

持
・

運
用

 

［
ア

～
ス

 
同

左
］

 
 

 
 

 
 

 
 

セ
 

デ
ー

タ
投

入
等

に
お

け
る

高
い

信
頼

性
が

求
め

ら
れ

る
作

業
に

お

い
て

、
容

易
に

誤
り

が
混

入
し

な

い
よ

う
措

置
を

講
ず

る
こ

と
。

 

◎
 

◎
 

◎
 

○
 

○
 

 
 

セ
 

デ
ー

タ
投

入
等

に
お

け
る

高
い

信
頼

性
が

求
め

ら
れ

る
作

業
に

お

い
て

、
容

易
に

誤
り

が
混

入
し

な

い
よ

う
措

置
を

講
ず

る
こ

と
。

 

◎
 

◎
 

◎
 

○
 

○
 

 
 

ソ
 

デ
ー

タ
を

蓄
積

す
る

機
能

を
有

す
る

設
備

に
つ

い
て

は
、

メ
モ

リ

領
域

の
状

況
等

の
定

期
的

な
監

視
・

点
検

を
実

施
す

る
こ

と
。

 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

［
⑹

～
⑾

 
略

］
 

 
 

［
⑹

～
⑾

 
同

左
］

 

 
 

⑿
 

現

状
の

調
査

・
分

析
・

改
善

 

［
ア

～
エ

 
略

］
 

 
 

⑿
 

現

状
の

調
査

・
分

析
・

改
善

 

［
ア

～
エ

 
同

左
］

 
 

 
 

オ
 

情
報

通
信

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
維

持
及

び
運

用
に

関
し

て
、

現
状

の

調
査

・
分

析
結

果
を

、
必

要
に

応

じ
、

教
育

・
訓

練
計

画
に

反
映

さ

せ
る

こ
と

。
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
*
 

◎
*
 

 
 

オ
 

情
報

通
信

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
維

持
及

び
運

用
に

関
し

て
、

現
状

の

調
査

・
分

析
結

果
を

、
必

要
に

応

じ
、

教
育

・
訓

練
計

画
に

反
映

さ

せ
る

こ
と

。
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
*
 

◎
*
 

 
 

⒀
 

ヒ

ュ
ー

マ
ン

エ
ラ

ー
防

止
策

 

ア
 

情
報

通
信

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
設

計
、

工
事

、
維

持
及

び
運

用
に

従

事
す

る
者

に
よ

る
ヒ

ュ
ー

マ
ン

エ

ラ
ー

を
防

止
す

る
た

め
の

対
策

を

行
う

こ
と

。
 

◎
 

◎
 

◎
*
 

◎
*
 

◎
*
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

イ
 

情
報

通
信

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
設

計
、

工
事

、
維

持
及

び
運

用
に

係

る
作

業
に

つ
い

て
シ

ス
テ

ム
の

導

入
や

手
続

の
自

動
化

を
図

る
こ

と

。
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 
 

５頁 

 
 

ウ
 

情
報

通
信

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
設

計
、

工
事

、
維

持
及

び
運

用
に

係

る
各

作
業

を
複

数
の

担
当

者
で

確

認
し

実
施

す
る

こ
と

。
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

エ
 

責
任

者
を

含
め

多
段

階
で

作
業

手
順

の
承

認
手

続
を

行
う

こ
と

。
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

オ
 

ヒ
ュ

ー
マ

ン
エ

ラ
ー

事
例

を
関

係
者

で
共

有
す

る
こ

と
。

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
カ

 
ヒ

ヤ
リ

ハ
ッ

ト
事

例
の

収
集

・

分
析

・
共

有
を

図
る

こ
と

。
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

⒁
 

リ

ス
ク

管
理

 

ア
 

利
用

者
の

利
益

に
及

ぼ
す

影
響

が
大

き
い

設
備

の
損

壊
又

は
故

障

等
の

発
生

リ
ス

ク
（

予
備

設
備

へ

の
切

替
不

能
及

び
サ

イ
レ

ン
ト

故

障
の

リ
ス

ク
を

含
む

。
）

を
適

時

に
調

査
・

分
析

す
る

こ
と

。
 

◎
 

◎
 

－
 

－
 

－
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

イ
 

調
査

・
分

析
さ

れ
た

発
生

リ
ス

ク
に

対
す

る
対

応
措

置
及

び
応

急

復
旧

措
置

を
整

備
す

る
こ

と
。

 

◎
 

◎
 

－
 

－
 

－
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

ウ
 

整
備

さ
れ

た
対

応
措

置
及

び
応

急
復

旧
措

置
を

実
施

し
た

場
合

の

電
気

通
信

役
務

に
与

え
る

影
響

評

価
（

想
定

復
旧

時
間

を
含

む
。

）

を
実

施
す

る
こ

と
。

 

◎
 

◎
 

－
 

－
 

－
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

エ
 

リ
ス

ク
の

調
査

・
分

析
等

を
踏

ま
え

、
事

業
継

続
計

画
又

は
こ

れ

に
相

当
す

る
計

画
を

策
定

す
る

こ

と
。

 

◎
 

◎
 

－
 

－
 

－
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

オ
 

利
用

者
の

利
益

に
及

ぼ
す

影
響

が
大

き
い

設
備

以
外

の
設

備
の

損

壊
又

は
故

障
等

の
発

生
リ

ス
ク

を

適
時

に
調

査
・

分
析

す
る

こ
と

。
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

⒂
 

情

報
提

［
ア

～
ケ

 
略

］
 

 
 

 
⒀

 
情

報
提

［
ア

～
ケ

 
同

左
］

 

  



 
 

６頁 

供
 

供
 

  
２

．
事

故
発

生
時

の
取

組
 

 
 

２
．

事
故

発
生

時
の

取
組

 

  
 

［
⑴

 
略

］
 

 
 

 
［

⑴
 

同
左

］
 

  
 

⑵
 

情

報
提

供
 

［
ア

～
カ

 
略

］
 

 
 

 
 

 
 
 

 
⑵

 
情

報
提

供
 

［
ア

～
カ

 
同

左
］

 
 

 
 

 
 

  
 

キ
 

仮
想

移
動

電
気

通
信

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
電

気
通

信
事

業
者

に

対
し

て
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

し
て

い

る
場

合
は

、
迅

速
に

障
害

情
報

を

通
知

す
る

こ
と

。
 

◎
 

◎
 

◎
 

－
 

－
 

 
 

 
キ

 
仮

想
移

動
電

気
通

信
サ

ー
ビ

ス

を
提

供
す

る
電

気
通

信
事

業
者

に

対
し

て
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

し
て

い

る
場

合
は

、
迅

速
に

障
害

情
報

を

通
知

す
る

こ
と

。
 

◎
 

◎
 

◎
 

－
 

－
 

  
 

ク
 

利
用

者
へ

の
周

知
・

広
報

に
関

す
る

国
の

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

等
を

踏

ま
え

た
取

組
を

行
う

こ
と

。
 

◎
 

◎
 

○
 

－
 

－
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
３

．
事

故
収

束
後

の
取

組
 

 
 

３
．

事
故

収
束

後
の

取
組

 

 
 

再
発

防

止
策

 

［
ア

～
エ

 
略

］
 

 
 

 
再

発
防

止
策

 

［
ア

～
エ

 
同

左
］

 

 
 

オ
 

事
故

の
内

容
・

原
因

・
再

発
防

止
策

に
関

し
て

、
機

密
情

報
の

取

扱
い

に
留

意
し

て
第

三
者

に
よ

る

検
証

を
受

け
る

こ
と

。
 

◎
*
 

◎
*
 

◎
*
 

－
 

－
 

 
 

 
オ

 
事

故
の

内
容

・
原

因
・

再
発

防

止
策

に
関

し
て

、
機

密
情

報
の

取

扱
い

に
留

意
し

て
第

三
者

に
よ

る

検
証

を
受

け
る

こ
と

。
 

◎
*
 

◎
*
 

◎
*
 

－
 

－
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

カ
 

必
要

に
応

じ
て

、
再

発
防

止
策

を
管

理
規

程
に

適
宜

反
映

す
る

こ

と
。

 

◎
 

◎
 

－
 

－
 

－
 

 第
４

．
点

検
及

び
見

直
し

 
 
［

新
設

］
 

  
１

．
経

営
の

責
任

者
に

よ
る

点
検

等
 

 
 

 
 

  
 

⑴
 

管

理
規

程
の

遵
守

状
況

の
点

検
及

び
評

価
 

経
営

の
責

任
者

に
よ

り
、

一
年

に
一

回
以

上
、

管
理

規
程

の
遵

守
状

況
に

係
る

点
検

及
び

評
価

（
設

備
の

設
計

、
工

事
、

維
持

又
は

運
用

を
委

託
す

る
場

合
に

あ
つ

て
は

、
委

託
先

の
当

該
管

理
規

程
の

遵
守

状
況

に
係

る
点

検
及

び
評

価
を

含
む

。
）

を
実

施
す

る
こ

と
。
 

◎
 

◎
 

－
 

－
 

－
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

⑵
 

経

営
資

経
営

の
責

任
者

に
よ

り
、

一
年

に
一

回
以

上
、

人
材

、
設

備
、

資
金

、
組

◎
 

◎
 

○
 

○
 

○
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   



 
 

７頁 

源
の

点
検

、
評

価
及

び
見

直
し

 

織
そ

の
他

の
経

営
資

源
が

十
分

で
あ

る
こ

と
に

つ
い

て
点

検
及

び
評

価
並

び
に

経
営

資
源

の
配

分
の

見
直

し
を

行
う

こ
と

。
 

  
 

(
3
)
 
管

理
規

程
の

見
直

し
 

管
理

規
程

の
遵

守
状

況
の

点
検

及
び

評
価

、
経

営
資

源
の

点
検

及
び

評
価

の
結

果
そ

の
他

の
事

由
に

基
づ

く
当

該
管

理
規

程
の

見
直

し
に

関
す

る
こ

と
。

 

◎
 

◎
 

○
 

○
 

○
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

［
注

 
略

］
 

［
注

 
同

左
］

 

［
別

表
第

３
・

別
表

第
４

 
略

］
 

［
別

表
第

３
・

別
表

第
４

 
同

左
］

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

 




